
「五城目町空家解体撤去費補助金」２０万円（補助金の上限） 

手続きの流れ（予算に限りがあるので年度内、早めの申請をお勧めします） 
 

【補助金を受けるための必須事項（抜粋）】 

□１年以上空き家であり、解体後に敷地内が更地になること（別紙参照） 

□個人が所有する一戸建ての住宅（店舗併用住宅は住居部分が１／２以

上）を全部解体撤去すること 

□町税の滞納がないこと 

 

空き家の所有者又は相続人が 

行うこと 

  
住民生活課が行うこと 

 

①空き家除却の相談 

 ※必ず事前に相談してください。 

  

③解体業者の決定（見積依頼） 

補助金申請の必要書類準備 

 

 

④補助金交付申請書の提出 

 ※必ず解体工事前に申請してください。 

 

⑥補助金交付決定受取後除却開始 

 （工事発注） 

 

⑦除却完了・解体代金支払い 

実績報告書の必要書類準備 

 

⑧補助事業実績報告書の提出 

 

   

②相談受付・申請の手順等説明 

 

 

 

 

 

 

⑤補助金の交付を決定・通知 

 （④の提出日から２～３週間を目途に） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨報告書の内容を審査し、補助金 

の額を確定・通知・支払い 
 

解体後は、①②の書類提出を忘れずにお願いいたします。 

①秋田地方法務局へ「建物滅失登記申請書」を提出（℡018-862-6531） 

②町税務課へ「滅失届」を提出（℡018-852-5144） 


